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町
税
・
国
民
健
康
保
険
税
は
、

私
た
ち
が
安
心
し
て
暮
ら
し
て
い

く
た
め
の
貴
重
な
財
源
で
あ
り
、

定
め
ら
れ
た
期
限
（
納
期
限
）
ま

で
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。

　

多
く
の
方
が
期
限
ま
で
に
納
付

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら

一
部
の
方
は
滞
納
し
て
い
る
状
況

に
あ
り
ま
す
。

不
公
平
感
の
解
消
へ
向
け
て

　

町
税
の
滞
納
処
分
に
は
、
滞
納

者
へ
納
税
を
促
す
た
め
の
督
促

状
・
催
告
書
な
ど
の
郵
送
料
や
、

税
の
徴
収
・
差
押
え
な
ど
を
執
行

す
る
た
め
の
職
員
の
人
件
費
な
ど

が
使
わ
れ
ま
す
。

　

町
は
、
町
民
の
皆
さ
ん
が
納
付

さ
れ
た
貴
重
な
税
金
を
、
本
来
必

要
の
な
い
事
務
に
支
出
し
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
納
期
限
内

に
納
付
し
て
い
る
方
か
ら
す
る

と
、
町
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
欠

か
せ
な
い
財
源
が
減
少
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
納
税
者
と
滞
納
者

の
不
公
平
感
を
解
消
し
、
税
収
を

確
保
す
る
た
め
、
当
町
を
は
じ
め

県
内
63
市
町
村
と
埼
玉
県
で
は

「
滞
納
整
理
強
化
期
間
」
を
設
定

し
、「
ス
ト
ッ
プ
！
滞
納
」
を
合

言
葉
に
徴
収
対
策
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

当
町
で
は
、
悪
質
な
滞
納
者
に

対
す
る
差
押
え
の
強
化
な
ど
、
滞

納
の
解
消
に
向
け
た
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
き
ま
す
。
納
期
限
内
納

税
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
納
税
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

特
別
な
事
情
（
災
害
、
疾
病
、

失
業
な
ど
）
に
よ
り
、
納
期
限
内

の
納
付
が
難
し
く
な
っ
た
方
は
、

納
税
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
は
随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す

の
で
、
で
き
る
限
り
納
期
限
内
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
電
話
で
の
相

談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

■
問
合
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ストップ！
滞納

11
月
か
ら
１
月
は

滞
納
整
理
強
化
期
間
で
す

質
問
調
査

勤
務
先
調
査

金
融
機
関
へ

の
調
査

はーとん「オリジナルナンバー
プレート（新課税標識）」を交付します

　町民の皆さまに鳩山町への愛着を深めていただくとともに、鳩山町を広くＰＲし、
地域振興を図るため、町のイメージキャラクター「はーとん」を用いたオリジナル
ナンバープレートを交付します。

■ 対象車種・標識の色　原動機付自転車第一種（排
気量50cc以下）・白色、原動機付自転車第二種乙
（排気量90cc以下）・黄色、原動機付自転車第二
種甲（排気量125cc以下）・桃色、小型特殊自動
車・緑色、ミニカー・水色
　※ 12月２日以降に新規登録をする方は、従来の
ナンバープレートまたはオリジナルナンバー
プレートのいずれかを選択することができま
す。また、オリジナルナンバープレートへの
交換を希望する方は、無料で交換します。

■交付開始日時　平成25年12月２日（月）
　　　　　　　　午前８時30分～
■交付窓口　役場税務課（庁舎１階）
　※ ナンバープレートは受付順に交付します。希
望標識番号の指定はできません。

　※ 交付開始日の午前８時30分までに来庁された
方が複数いる場合には、抽選により受付順を
決定します。（抽選に参加しない方の受付は、
抽選が終了し、抽選者の標識番号が決定され
次第となりますので、お待ちいただく場合が
あります。）

■手数料　新規登録と交換のどちらも無料
■ 必要書類　印鑑、身分証明書、販売証明書また
は譲渡証明書（新規登録の場合のみ）、現在登録
している町のナンバープレートと標識交付証明
書（交換の場合のみ）

　※ 交換の場合、新しい番号に変わりますので、
番号変更による自賠責保険等の手続きが必要
になる場合があります。事前に加入している
保険会社にご確認ください。

■問合せ　税務課 賦課担当296-5892

12 月２日
（月）より
交付開始
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はとやま

雑　　感
町長　小峰孝雄

　10月14日未明、アイソン彗星を撮影す
ることができました。自宅庭から、アン
ドロメダ銀河を撮影中、何気なく、もう
一つの望遠鏡で、火星をのぞいたところ、
望遠鏡のコントローラーには、その近く
をアイソン彗星が通過している表示が出
ていました。

★
　もちろん肉眼では見えませんし、望遠
鏡で探しても見つかりませんでした。写
真なら撮れるのではと思い、アンドロメ
ダ銀河の撮影を早々に切り上げ、アイソ
ン彗星と火星がともに同一写野に入ると
思われる方向に望遠鏡を向けシャッター
を切ったところ、明らかに他の星とは違
う尾を持つ彗星が写っていました。

★
　以前にも書きましたが、鳩山からは比較
的よく星が見えます。東から南にかけては、
都会からの光の影響で、星を見るのには適
しているとはいえませんが、他の方向はよ
く見えます。オリオン座やカシオペア座な
ど有名な星座だけでなく、その他の星座も
星座表を手元に置きながらであれば、探す
ことができます。今の季節ですと、夏秋冬
を代表する星の並びを一晩で見ることがで
きます。暗くなり始めると夏の大三角形が
天頂近くに見え、やがて秋の四辺形がとっ
てかわって真上近く、やや南よりに見えま
す。未明には、冬の大三角形が南東の方向
に昇ってきます。

★
　ところで、世紀の大彗星になるのでは
といわれたアイソン彗星ですが、予想に
反し明るさの増し方が今ひとつです。現
時点でも106ミリの屈折望遠鏡では見え
ず、望遠鏡を接続したカメラでやっと捉
えることができました。
　彗星は予想が難しいとい
われます。太陽に最接近す
る前後に大きく光度を増す
こともあるようです。なん
とか肉眼で見られることを
期待しましょう。

【今月のテーマ】 鳩山の星空 その２

消費者被害の未然・拡大防止を効果的に呼びかけるため、埼玉県
消費生活支援センターから配信されている事例をご紹介します。

強引な送りつけに注意！
～健康食品の相談増加中～

【事例１】70歳代男性
　昨日、知らない業者から「以前注文をいただいた健
康食品が入荷した。35,000円になる。代金引換で明日
届ける。」という電話があった。注文した覚えがないの
で断ったが、しつこく食い下がられ、「受取拒否したら、
裁判所から通知が行くから。」と言われた。　　
　もし、本当に商品が送られてきたらどうしたらよいか。

【事例２】80歳代女性
　「ご注文の健康食品を今から送ります。」と電話があ
り、値段を確認すると 28,000円で代金引換になると言
われた。年金生活なのでそんなに高いものは頼まない
し、「頼んでいない」と話すと、「申し込みを受けた記
録がある、間違いない」と言われた。これから、自宅
に商品が届くと思うと心配だ。どう対応したらよいか。

　健康食品を強引に送りつける相談が県内でも急増して
います。相談件数も昨年度１年間の件数を既に上回ってい
ます。特に、高齢者からの相談が多く「注文した覚えがな
いのに、事業者から健康食品を送られてきた。」、「『申し込
んだのだから支払え。』と高圧的に言われ買ってしまった。」
というケースが増えています。
　注文していない商品が届いた場合は、受け取らない、
代金を払わないことが重要です。

① 　注文した覚えのない電
話には、「頼んでいない」
とはっきり断りましょう。
②　商品が届けられた時
　は、宅配業者に「受け取
　りません」と拒否してく

ださい。代金を請求されても支払う必要はありません。
ただし、その後のトラブルに備えて、送り主（業者名）、
住所、電話番号などを控えておきましょう。

③　代金を支払ってしまっても、諦めずに最寄りの消費生
活センターへ相談しましょう。解決できる場合があり
ます。

問合せ：役場産業振興課296-5895

トラブル情報

くらしの１１０番

こんなときは
どうしたら
いいの？


